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男鹿市条例第４号 

 

男鹿市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

男鹿市特別職の職員の給与に関する条例（平成１７年男鹿市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（給料の支給） （給料の支給） 

第３条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。 第３条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。 

⑴及び⑵ （略） ⑴及び⑵ （略） 

⑶ 教育長 月額 538,000円 ⑶ 教育長 月額 400,000円 

２ （略） ２ （略） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附  則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


